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新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を実施すべき区域の変更

（令和３年２月 26 日）に伴う工事及び業務の対応について 

 

 新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の対応につ

いては、「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を実施すべき区域の変更及び

期間の延長（令和３年２月２日）に伴う工事及び業務の対応について」（令和３年２月

15 日付け建設技第 2873 号）等により、遺漏なきようご対応をお願いしていたところで

す。 

 令和３年２月 26 日に、令和３年３月１日以降について、緊急事態措置を実施すべき

区域が変更されたところですが、引き続き、「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事

態措置を実施すべき区域の変更及び期間の延長（令和３年２月２日）に伴う工事及び業

務の対応について」等の内容を踏まえ、適切なご対応をよろしくお願いします。 
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